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四万十町教育委員会会議録（令和５年１２月定例会） 

 

 

１．日 時   令和５年１２月５日（火）午前９：００～午前１１：３０ 

 

２．場 所   四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 

３．出席者  教育長  山脇光章  教育委員 横山順一  谷口和史  野中裕子  事務局  教育次長     浜田章克 

生涯学習課    副課長  佐竹あゆみ 

学校教育課    課長  長森伸一  副課長  東 孝典          主査  林朋子 

教育研究所    所長  野村泰子 

政策監      大元学 

室長兼館長    大河原信子  次長  西尾洋亮  主査 嶋岡 茉美   欠席者   西谷史 

 

４．傍聴者   ０名 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）教育長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （谷口委員） 

（４）議題 

① 承認第１号 専決処分の承認について 

② 議案第１号 指定校区外就学申請の取り扱いについて 

③ 議案第２号 指定校区外就学申請の取り扱いについて 

④ 議案第３号 区域外就学の協議書の取り扱いについて 

⑤ 議案第４号 令和５年度教育委員会関係予算案（１２月補正）について 

⑥ 議案第５号 四万十町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

（５）協議事項 

なし 
（６）報告事項 

① 四万十町子ども・子育て会議委員の委嘱又は任命について 

② 文化的施設について 

（７）その他  

① １２月定例議会一般質問について 

② 教育振興基本計画のスケジュールについて 

③ 今後のスケジュールについて 

 



2 

 

６．議 事 

教育長 ： それでは、ただ今より令和５年１２月定例会を開催します。       日程４、議題の前に、日程６ 「報告事項 ②文化的施設について」を文化的施設
整備推進室より、報告説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

              （推進室より、その他 ①文化的施設について、説明する。）      

 

教育長 ： 今、説明がありました。この件について何かございませんでしょうか。よろしいで
しょうか。それでは、推進室の皆さんありがとうございました。       それでは、議事を続けたいと思います。日程４、議題に入りたいと思います。まず
初めに、「承認第１号 専決処分の承認について」を議題とさせていただきます。事務
局より提案理由の説明をお願いします。 

           （事務局により、承認第１号 専決処分の承認について、を説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、議案第１号についての説明がありました。転出日は確定しましたか。 

長森学校教育課長： 転出日が確定したのが１１月１５日となっています。 

浜田教育次長： 手続きをしたのが遅かったです。 

林学校教育課主査： 転出の届出は、１５日に出していたんですが、書類が整わなかったということで、
高知市に転入手続が出来なくて遅くなっていました。 

教育長 ： 手続き上、１１月２１日より後になったわけですね。１５日にさかのぼっての転出
日の確定日したということですね。申請日の時には、母親が親権者ですよね。 

林学校教育課主査： 今、親権者の変更手続をしていると聞いてます。 

教育長 ： ●●市と協議するのに、●●市にいる父親にしたほうがいいのか●●市もどうなん
でしょうか。 

野村教育研究所長： 休憩で構いませんか。 

教育長 ： それでは、休憩をとりたいと思います。 

 

（小休止） 

 

教育長 ： それでは、休憩を解いて正常に戻します。       それでは、「承認第１号 専決処分の承認について」は説明のあったとおり高知市と
の協議に関する専決です。ご承認していただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、「議案第１号 指定校区外就学申請の取り扱いについて」を議題といた
します。事務局より提案理由の説明をお願いします。                   （事務局により、議案第１号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、 

を説明する。） 

 

教育長 ： この件について何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

谷口委員： いいですか。今、教育長が言った●●をここへ書いているので、どうしてかと思っ
ていました。一つの欄に●●入れてますが、それはこの下へ線でも入れて１人ずつ記
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入するようにした方がいいのではないかと思いました。 

教育長 ： そこの書き方もちょっと、ここの机上でしか議論ができませんのでね。 

谷口委員： 固有名詞なので、こんなに●●一緒にまとめて書かれたら人格も何もないと思いま
した。 

横山委員： ここの家庭は、前回はお母さんが●●で仕事があるという理由だったと思いました
が、今回、両親とも同じところで仕事をされるということですか。 

林学校教育課主査： お母さんは、●●●●●●みたいなのをされているとは聞いています。 

教育長 ： 実際の生活の実態は、●●なんですね。お母さんも●●●●●●●と書いています
が、●●●●●●●も行き、●●●●●●も自宅でやっているということですね。 

谷口委員： お母さんはもともと●●出身ですか。 

教育長 ： Ｉターンの方です。今回は、お母さんの仕事というよりは、自宅を改修しているの
で、住んでいる●●ということで、事由も１６番のその他です。一時的な場合ですと、

上の転居または転出、新築、改築の一時的なものになりますが、このケースは何年も

改修しているというところです。 

谷口委員： 普通、工事は期限があると思うのですが。 

横山委員： 自分でやっているんですかね。 

教育長 ： 他ございませんでしょうか。それでは、「議案第１号 指定校区外就学申請の取り扱
いについて」は、ただ今、説明のあったとおり、承諾してよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。       続きまして、「議案第２号 指定校区外就学申請の取り扱いについて」を議題といた
します。事務局より提案理由の説明をお願いします。 

            （事務局により、議案第２号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、 

を説明する。） 

 

教育長 ： 新築予定ですが確定ができないので、１６の事由で承認ということにしたいという
ことです。この件について何かございませんでしょうか。       それでは、「議案第２号 指定校区外就学申請の取り扱いについて」は、ただ今、説
明のあったとおり、承認してよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。       それでは続きまして、「議案第３号 区域外就学の協議書の取り扱いについて」を議
題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いします。 

            （事務局により、議案第３号 区域外就学の協議書の取り扱いについて、 

を説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。この件について何かございますでしょうか。新１年生
で児童の状況から見ても、●●●小学校へ就学したいという申請です。       それでは、「議案第３号 区域外就学の協議書の取り扱いについて」は、ただ今、説
明がありましたとおり、四万十町教育委員会として承諾することについて確認をさせ

ていただいてよろしいでしょうか。 
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全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。それでは、休憩をします。 

  （小休止） 

 

教育長 ： それでは、休憩前に引き続き会議を始めたいと思います。       「議案第４号 令和５年度教育委員会予算案１２月補正について」を議題といたし
ます。事務局より提案理由の説明をお願いします。        

（事務局により、議案第４号 令和５年度教育委員会予算案１２月補正
について、を説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、議案第４号で１２月補正予算案の説明がありました。この件については何
かございますでしょうか。大きいもので工事の入札減、完了に伴う精査により減額等

を含め見直した結果、主に減額が大きいですが、このような結果となっています。町

全体の一般会計についても全体で１億５,４００万の減額ですが、予算規模は２１０億

８,６００万あります。この件についてはよろしいでしょうか。また、来年度の予算要

求については、今現在、協議、整理、準備を進めております。また必要な修理等につ

いては最終３月補正で間に合うものは３月補正で上げていきたいという予定です。よ

ろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、「議案第４号 令和５年度教育委員会関係予算案１２月補正について」は、
ただ今、説明がありましたとおり、議会への提案について承認していただけますでし

ょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。       続きまして、本日、追加資料で配付させていただいております、「議案第５号 四万
十町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」を議題といたします。事務

局より提案理由の説明をお願いします。 

 

（事務局により、議案第５号 四万十町立学校給食センター運営委員会
委員の委嘱について、を説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。任期は１２月１０日から来年の３月３１日まで、１３
名の委員さんの委嘱です。 

浜田教育次長： この運営委員会については、２ページの条例を見ていただきたいと思います。第８
条、諮問機関になります。例年、諮問をしてきた経過はあまりありませんが、３月中

に給食センター等の運営状況についてご報告等もしてきたというところです。今年度

については、会議を開催する予定はありませんけども、条例に基づきまして委員だけ

を確保しておく必要があるという判断をしましたので、例年、この時期に委員の議案

提案をさせていただいてますので同じ時期に提案をさせていただいたということです。 

教育長 ： ただ今、説明がありました。何かご意見、ご質問等ございましたら。 

谷口委員： 関連していいですか。給食関係の予算は年間いくらですか。 
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教育長 ： 議案第４号の別添資料の３１ページに学校給食費がありまして、補正前の額、補正
額を合わせて合計２億５,０４３万５,０００円となっています。 

谷口委員： 補正前の、これが年間の給食関係の予算ですか。 

浜田教育次長： 人件費も何もかも含んでの予算となります。 

教育長 ： 工事費等も入っています。 

谷口委員： 案外、かかっていますね。無償化は４月からでしたか。 

教育長 ： そうです。 

谷口委員： 家庭は大助かりですね。 

野中委員： かなり助かっていると思います。 

教育長 ： 違うと思います。 

谷口委員： 子どもが多い人達は特にそうですね。 

浜田教育次長： １人当たり年間で５万から６万位が浮きますのでね。 

谷口委員： 前も聞いたと思いますが、未納になっている額は、どのぐらいですか。 

長森学校教育課長： 滞納額の全額でよろしいですかね。４年度末ですが、４７５万５,７０８円というこ

ととなっております。 

東学校教育副課長： 人数につきましては、保護者数は１４１人、保護者になるので世帯と考えてもらっ
て、児童数は、２人いる世帯もおりますので、２８４名が滞納となっています。令和

４年度末の全部の滞納額となっています。去年１年で言えば、年間で１０９万７,６０

９円が１年間での滞納額となっています。毎年、それが積み重なって現在、令和４年

度末で４７５万５,０００円程度が滞納額として残っているという状況です。以上です。 

教育長 ： 滞納処理、収納については、税務課へ移管する中で徴収もできるところもあります
けども、引き続き個別への通知、お知らせはしていかないといけないと思います。ま

た、給食センター所長、よろしくお願いします。 

谷口委員： ある程度、回収はしていますか。 

長森学校教育課長： 税務課で他の滞納もあったりしますので、そこと調整をしながらはやってもらって
います。 

教育長 ： それでは、「議案第５号 四万十町立学校給食センター運営委員会の委員の委嘱につ
いて」は、ただ今、説明がありましたとおり、承認していただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。       続きまして、日程５はございません。日程６の「報告事項① 四万十町子ども・子
育て会議委員の委嘱又は任命について」を報告事項案件といたします。事務局より説

明をお願いします。 

         （事務局により、報告事項① 四万十町子ども・子育て会議委員の委嘱又は任
命について、を説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。令和５年度は、進捗管理とアンケート、ニーズ調査を
踏まえて、令和６年度に新たな次期計画づくりをするというスケジュールです。この

件について何かありませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、日程７の「その他① １２月定例議会一般質問について」事務局より説明
をお願いします。 
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（事務局により、その他① １２月定例議会一般質問について、を説明
する。） 

 

教育長 ： 一般質問については、先ほどありました、１２月１２日の火曜日に５人、１２月１
３日に２人の予定です。教育分野についても７人ですけど、出てますので、また参考

にしていただいたらと思います。       続いて、「その他②  教育振興基本計画のスケジュールについて」事務局より説明      をお願いします。 

 

（事務局により、その他②  教育振興基本計画のスケジュールについ 

て、を説明する。） 

 

教育長 ： 教育振興基本計画策定員会の意見を踏まえ、修正中です。来年に入ってパブリック
コメント前に教育委員にも配付させていただきます。２月ぐらいには、遅くとも案を

お示しさせていただき、また確認もしていただくこととなりますので、その予定でお

願いをいたします。他ございませんでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、「その他③ 今後のスケジュールについて」の確認をさせていただきます。      １２月１５日、中高一貫教育推進協議会のふるさと学習発表会が、１３時４０分から      四万十高校で、四万十高校、大正中学校、十川中学校３校の生徒の発表会です。是非、      ご覧になっていただきたいと思います。各学校、ブースに分かれて、いわゆる地域の      課題解決に向けた探求学習的な発表になります。お手元に日程を配付させていただい      ておりますのでご確認お願いします。前回も申し上げましたが１月２日に２０歳の集      いが四万十会館で開催します。ご案内と出欠について連絡をいただいてると思います      が、よろしくお願いします。それから、県の市町村教育委員会連合会の新任教育委員、      教育長研修会が１月１２日にあります。これは自分が校長会と毎年、重なるのでなか      なか行けません。そこについては、またご連絡します。１月２６日には高岡地区の市      町村教育連合会の理事会があります。横山委員と教育長２人で参加をする予定ですの      で、よろしくお願いします、次回の教育委員会ですが、１月定例会を１月１６日火曜      日の予定でお願いをします。ちなみに２月は１３日になります。他ございませんでし      ょうか。   全委員 ： はい。   教育長 ： 冒頭にもありましたけど、文化的施設の整備計画、事業自体がこういうことになり        まして、教育委員会としても本当に残念でなりません。何か手を打つことがあればで        すが、議会との調整や、反対的な見直しを求める声に対して、どのような対応してい        けばいいのかまだまだ議論をしないといけません。明日、行政報告で、先ほど言いま        したように報告もさせていただき３月まで、１月、２月には一定の結論といいますか、        前向きな方向性を見いだしていきたいと思いますので、また各委員におかれましては        よろしくお願いをいたします。それでは、以上をもちまして本日の日程を全て終了い        たします。教育委員会定例会を終了いたします。お疲れ様でした。 
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（閉会） 

 

 

 

 

 

１月の定例委員会予定   令和６年１月１６日（火） 

２月の定例委員会予定   令和６年２月１３日（火） 

 

 

 

 

         教育長：                      

 

 

 

 

         署名人 ：                       

 


